


 かんぽ生命の石井でございます。

 本日は、お忙しいところご参加いただき、誠にありがとうございます。

 はじめに、私から、経営方針の概略をご説明し、その後、専務執行役の千田から、
2017年3月期中間決算を含む、経営状況の詳細をご説明いたします。

 3ページをご覧ください。
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 1916年に創業した簡易生命保険は、本年（2016年）10月に、100周年を迎えることが
できました。皆さまからの長年にわたるご支援・ご厚情に、厚く御礼申し上げます。

 簡易生命保険は、「簡易な手続きで、国民の基礎的生活手段を保障する」という
社会的使命を持って誕生しましたが、その使命は、民営化した私達かんぽ生命に
しっかり受け継がれています。

 日本郵便と協力して、郵便局ネットワークを通じて、養老保険・終身保険のユニバー
サルサービスをご提供する。また、マイナス金利という、生命保険会社にとってかつ
てない逆風下にあっても、お客さまニーズに応えて、長期の安定した保障をご提供
する。これが、私達に課せられた使命であると考えております。

 かんぽの100年は、地域のお客さまと郵便局とともに成長してきた100年です。

 安心と信頼のかんぽブランドを生かしつつ、大きくてユニークなビジネスモデルに
一層磨きをかけることによって、団塊の世代が高齢化して拡大するシニアマーケット
で十分成長できると考えております。

 4ページをご覧ください。
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 この中間期は、3年間の中期経営計画のちょうど折り返し点となりますので、中計前半
の1年半を総括したいと思います。

 商品・営業では、中計の目標であった「新契約月額保険料500億円」を、1年前倒しで、
2016年3月期（昨年度）に達成しました。

 この中間期においても、新契約は前期を約2割上回って推移しており、保険料収入や
保有契約年換算保険料に、底打ちの兆しが見え始めています。

 しかしこの間、マイナス金利政策が導入され、生命保険会社を取り巻く環境は大きく
変化しました。

 かんぽ生命は、この状況を踏まえ、保険料の総合的な改定を本年8月に実施すると
ともに、意識改革のチャンスと前向きに捉えて、保障を重視した営業の定着に取り組
んでいます。

 資産運用では、運用資産の多様化を進め、リスク性資産への投資を拡大してきました
が、マイナス金利政策の導入を受け、取組みを加速しています。

 リスク性資産は、総資産比で、2015年3月末の4.0%から、2016年9月末の8.8%へ拡大
し、中計において計画していた「10%程度」に、1年早く、2017年3月期（今年度）に到達
する見込みです。

 このように、負債側・資産側双方の施策を前倒して実行することにより、変化する事業
環境にスピード感を持って対応してまいりました。

 5ページをご覧ください。
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 中計の進捗について、事務・システムでは、来年（2017年）1月に基幹系システムの
更改を予定し、準備を進めて来ました。

 現在、サービスインに向けた最終テストを順調に実施しており、簡易・迅速・正確な
事務・システムの基盤が出来上がりつつあります。

 また、2015年2月に、保険金支払業務にIBM Watsonの活用を検討開始し、現在までに
実用化の目途が立ちました。詳細は、後ほど千田から説明いたします。

 提携戦略では、2016年3月に第一生命さまと包括業務提携を結び、ベトナムポストを
加えた協力強化、資産管理サービス信託銀行への出資、ビジネスコンテストの共同
開催など、既に各領域で具体的な取組みを開始しています。

 以上のとおり、中計前半の1年半は、マイナス金利という大きな環境変化に直面しなが
らも、果敢に各種施策を実行することによって、計画どおりの進捗ができたと評価して
おります。

 6ページをご覧ください。
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 私からは最後に、中計後半の取組みと、成長戦略の考え方について、ご説明いたし
ます。

 まず、商品・営業では、保険料や商品性をアップデートしながら、日本郵便と協力し
て営業の質を高め、保障を重視した販売、お客さまのご意向に合ったご提案を徹底
していきます。私達が強みとしている、ご高齢のお客さまへの対面サービスを、更に
強くしていくということです。

 次に、資産運用では、クレジット運用やオルタナティブ運用など、態勢整備を進め
ながら、ミドルリスク・ミドルリターン領域への投資を拡大します。健全性のバッファー
と全社的なリスク管理のもとで、運用資産の一層の多様化を進めてまいります。

 事務・システムでは、新しい基幹系システムの利点を生かして、システム開発の
品質・生産性・効率性を高めるとともに、お客さまサービスの一段の進化に努めて
まいります。

 そして、中長期的には、国家レベルの課題である「健康長寿社会の実現」に、生命
保険の立場から貢献できるよう、グループ各社及び提携パートナーと協力して、
社会的なソリューションの提供に挑戦したいと考えております。

 次の100年に向かって、上場企業としてしっかりガバナンスを利かせながら、成長戦
略を着実に実行してまいります。

 次期中計におきましては、ボトムラインを重視し、配当をしっかり確保できるような
事業展開を考えてまいりますので、今後とも、株主・投資家の皆さまのご指導・
ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 以上で私からの説明を終わりますが、続いて、専務執行役の千田より、詳細を
ご説明いたします。
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 かんぽ生命の千田でございます。

 私からは、2017年3月期中間決算を踏まえた、経営状況の詳細をご説明いたします。
 8ページをご覧ください。
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 8ページは、連結業績の状況です。
 当中間期は、経常収益が4兆3,338億円、中間純利益が425億円となり、前期を若干
下回ったものの、通期業績予想に対して概ね50％の進捗となりました。

 経常利益は、後でご説明しますキャピタル損の計上により、進捗が多少遅れていま
すが、対応する価格変動準備金の取崩しがありますので、純利益への影響は限定的
です。

 次のページをご覧ください。
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 9ページは、新契約年換算保険料の推移です。
 個人保険の新契約年換算保険料は、簡易生命保険誕生100周年記念キャンペーン等
を通じた営業推進の強化等により、前年同期比18.6％増の2,823億円となりました。

 また、右のチャートのとおり、第三分野の新契約年換算保険料についても、前年同期
比5.5％増の260億円となり、通期として民営化以降の最高を記録した前期を上回るペ
ースで推移しています。

 郵便局ネットワークを通じて、養老保険・終身保険のユニバーサルサービスをご提供
していくために、今後も日本郵便と協力して、保障を重視した営業の定着に努めてま
いります。

 次のページをご覧ください。
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 10ページは、保有契約年換算保険料の推移です。
 左のチャートのとおり、個人保険の保有契約年換算保険料は5兆313億円となりまし
た。

 6月末比では＋57億円の増加となっており、民営化後の契約の積み上げにより、底打
ちの兆しが現れました。

 また、第三分野の保有契約年換算保険料は7,351億円、このうち新区分は3,119億円
となりました。こちらも6月末比では、約1億円の増加となっています。

 今後も、商品性の改善や販売チャネルの強化を続けるとともに、契約者訪問活動等
を通じて、顧客基盤の深掘りを行ってまいります。

 こうした取組みにより、早期に保有契約の底打ち・反転を実現し、成長軌道への転換
を目指していきたいと考えています。

 次のページをご覧ください。
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 11ページでは、保険料改定についてご説明します。

 マイナス金利政策導入に伴う金利低下に対応して、予定利率を引き下げるとともに、
死亡率データの最新化を行うなど、8月に保険料の総合的な見直しを行いました。

 具体的には、予定利率を△0.5％引き下げることで、保険料を引き上げる効果がある
一方、予定死亡率の引き下げにより、保障部分の保険料を引き下げる効果がありまし
た。

 この結果、学資保険などの貯蓄性商品は値上げとなりますが、ご高齢でのご加入や、
死亡保障をメインとした商品は値下げとなります。

 2017年4月には、標準利率が現在の1.0％から0.25％に引き下げられますので、今回
の保険料改定による経験を踏まえ、責任準備金の積立負担や販売・収益への影響等
を総合的に勘案し、更なる保険料改定を検討してまいります。

 次のページをご覧ください。
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 12ページは、資産運用の状況です。

 昨今の低金利環境を踏まえ、運用資産の多様化を進めてきた結果、株式・外国債券
などのリスク性資産の残高は7兆円を超えました。

 総資産対比で、リスク性資産は8.8％まで拡大しており、今期末には、中期経営計画
で予定していた10％程度に、1年早く達する見込みです。

 右の表のとおり、低金利の継続から、平均予定利率・利子利回りともに低下しました
が、299億円の順ざやを確保しています。

 一方、キャピタル損益は、主に円高の進行や為替ヘッジコストの上昇により、567億
円の損失となりましたが、価格変動準備金の取崩しにより対応いたしますので、中間
純利益に与える影響は限定的です。

 次のページをご覧ください。
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 13ページでは、資産運用の多様化について、ご説明します。

 マイナス金利政策導入に伴う金利低下に対応して、当社は資産運用の多様化を積極
的に進めており、今期は、インカム性が高く、伝統的資産との分散効果が期待できる
海外クレジットやオルタナティブへの投資を拡大する方針です。

 上期においては、外部専門人材の採用等によって態勢整備を進めつつ、バンクロー
ンへの運用開始、海外クレジットへの投資拡大等、一定の成果をあげてきました。

 下期においては、更に、株式の自家運用、第一生命さまとの共同投資案件としてイン
フラデットへの投資等を予定しており、その他オルタナティブについても投資機会があ
れば検討してまいります。

 今後も、低金利下において安定的に利ざやを確保するために、健全性の確保、全社
的なリスク管理を前提として、資産運用の多様化に取り組んでまいります。

 次のページをご覧ください。
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 14ページでは、高齢者マーケットの拡大について、ご説明します。

 左のチャートのとおり、日本の総人口はやや減少していますが、当社の主たる顧客層
である高齢者人口は、むしろ増加を続けています。

 今後、団塊の世代が高齢化して、70歳以上の人口が、2014年の約2,400万人から、
2025年には約3,000万人に増加することが見込まれており、高齢者世代のニーズを捉
えていくことが、これからの成長の鍵となります。

 右のチャートのとおり、医療分野では、国民医療費の増加に歯止めがかからず、既に
年間40兆円を超えた国民医療費が、2025年には60兆円程度まで増加すると見込まれ
ています。

 日本の平均寿命は男女とも世界トップ水準にあり、健康に生活できる健康寿命とのギ
ャップが、男性で9年、女性で12年超に広がっていますので、このことが、医療コスト増
加の大きな原因となっています。

 公的医療保険を支える財政状況の厳しさから、自己負担額は年々拡大する傾向にあ
り、これを補完する民間医療保険の役割は、今後ますます拡大していく見込みです。

 次のページをご覧ください。
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 15ページでは、健康増進への取組みについて、ご説明します。

 当社は、健康寿命を延ばし、高齢化に伴い増加する医療コストの抑制に貢献するた
め、グループ会社及び提携パートナーとともに、お客さまの健康増進を支援する取
組みを行っています。

 本年6月に開始した実証実験では、日本郵便と協力して、福島県伊達市在住のお客
さま約500名を対象に、iPad等を活用して運動プログラムを配信するなど、健康改善
のサポートを行ってきました。

 参加者からは、「運動に対する意識の向上」、「継続への励み」といった前向きなご評
価をいただいているほか、当社にとっても、保険加入へ繋がる事例が見られるなど、
双方に有益な取組みであると評価しています。

 こうした取組みを継続し、発展させていくことで、お客さまとのコンタクト機会の増加
による新契約拡大や、ビッグデータを活用した商品・サービスの開発に繋げていきた
いと考えており、高齢者マーケットの成長をしっかり取り込んでまいります。

 次のページをご覧ください。

15



16

 16ページでは、IBM Watsonの活用について、ご説明します。
 当社は、保険金支払業務における正確性・迅速性・効率性の向上を目指し、2015年2
月からWatsonの活用を検討してきました。

 人による判断が必要な領域において、Watsonが過去の類似事案・判断材料を査定
者に提示することにより、比較的経験の浅い査定者でも支払審査が可能となります。

 現在までに、Watsonが提示する判断材料の精度は90％程度に達しており、今年度中
の実用化に目途が立ちました。

 今後は、コールセンターなど保険金支払業務以外にもWatsonの適用を検討し、引受
から支払まで、品質・生産性・効率性の向上に努めてまいります。

 次のページをご覧ください。



 17ページは、健全性の状況です。
 経営環境の変化に伴うリスクに備え、危険準備金と価格変動準備金を合わせて、3兆

668億円の内部留保を積み立てています。
 また、将来の逆ざや等を補う目的で積み立てている追加責任準備金は、5兆9,888億
円となっています。

 既に公表しているとおり、当社は、国内外の格付会社3社から信用格付を取得しまし
た。

 いずれも他社との比較において遜色ない水準にあり、当社の十分な健全性を改めて
確認できたと考えております。

 次のページをご覧ください。
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 18ページは、EVの状況です。
 当中間期のEVは、3月末に近い金利水準へ戻ったことから、2兆9,936億円となりまし
た。

 内訳の修正純資産・保有契約価値は、ともに前期末に近い水準ですが、新契約価
値は、低金利の影響を大きく受け、57億円となりました。

 9月末の経済前提を用いると、保険料改定前の4月から6月に獲得した契約の新契
約価値はほぼゼロと計算されますが、保険料改定後の8月・9月に獲得した契約の
新契約価値は125億円程度と計算されます。

 本年8月に行った保険料改定によって、商品の収益性は一定程度改善しています
が、これで十分と考えている訳ではありません。

 今回の改定によるお客さまの反応、販売チャネルの動きをよく分析して、来年4月の
標準利率改定に向けた対応を検討してまいります。

 次のページをご覧ください。



 最後に、2017年3月期の連結業績予想について、ご説明します。
 中期経営計画では、①新契約月額保険料を2017年3月期に500億円台に乗せて更に
拡大、②当期純利益800億円程度を確保、③配当性向30～50%程度を目安に安定的
な株主還元、という3つの目標を掲げました。

 新契約月額保険料については、「500億円台」の目標を1年前倒しで達成し、当中間期
も前期を上回って推移しています。

 当期純利益については、前期比+1.3%増の860億円に向かって、当中間期は概ね50%
の進捗となっています。

 また、1株当たり配当についても、前期比+7%の増加を見込んでおり、株主・投資家の
皆さまのご期待に応えてまいりたいと考えております。

 以上で私からの説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。
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